
①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「１ 株式等の状況」における「普通株式」は、上表に記載の内容の株式をいう。   

当社は、ストックオプションの付与を目的として取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行している。 

当該新株予約権の内容は次のとおりである。 

①平成18年６月28日開催の定時株主総会決議及び平成18年７月31日開催の取締役会決議に基づき、平成18年８

月17日に発行した新株予約権（第４回新株予約権）   

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  6,000,000,000

計  6,000,000,000

種類 
事業年度末現在 
発行数（株） 

（平成25年３月31日） 

提出日現在 
 発行数（株） 

（平成25年６月26日）

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式     3,373,647,813        3,373,647,813

東京、大阪、名古屋、 

福岡、札幌各証券取引所 

（東京、大阪、名古屋は

市場第一部） 

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であり、単元株式数は

1,000株である。(注) 

計    3,373,647,813     3,373,647,813 ― ― 

（２）【新株予約権等の状況】

  
事業年度末現在 

（平成25年３月31日） 
提出日の前月末現在 

（平成25年５月31日） 

新株予約権の数 489個 457個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 489,000株 457,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年８月18日から 

平成48年６月28日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   １円 

資本組入額  １円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注１） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき

は当社取締役会の承認を要

するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注２） 同左 
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②平成19年６月27日開催の定時株主総会決議及び平成19年７月31日開催の取締役会決議に基づき、平成19年８

月16日に発行した新株予約権（第５回新株予約権） 

  

③平成19年６月27日開催の定時株主総会決議及び平成20年７月31日開催の取締役会決議に基づき、平成20年８

月18日に発行した新株予約権（第６回新株予約権）  

  

  
事業年度末現在 

（平成25年３月31日） 
提出日の前月末現在 

（平成25年５月31日） 

新株予約権の数 個 348 338個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 株 348,000 338,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年８月17日から 

平成49年８月16日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   １円 

資本組入額  １円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注１） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき

は当社取締役会の承認を要

するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注２） 同左 

  
事業年度末現在 

（平成25年３月31日） 
提出日の前月末現在 

（平成25年５月31日） 

新株予約権の数 768個 748個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 768,000株 748,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年８月19日から 

平成50年８月18日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   １円 

資本組入額  １円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注１） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき

は当社取締役会の承認を要

するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注２） 同左 
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④平成21年２月５日開催の取締役会決議に基づき、平成21年２月20日に発行した新株予約権（第７回新株予約

権） 

  

⑤平成19年６月27日開催の定時株主総会決議及び平成21年７月31日開催の取締役会決議に基づき、平成21年８

月17日に発行した新株予約権（第８回新株予約権）  

  

  
事業年度末現在 

（平成25年３月31日） 
提出日の前月末現在 

（平成25年５月31日） 

新株予約権の数 46個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 46,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成21年２月21日から 

平成51年２月20日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   １円 

資本組入額  １円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注１） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき

は当社取締役会の承認を要

するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注２） 同左 

  
事業年度末現在 

（平成25年３月31日） 
提出日の前月末現在 

（平成25年５月31日） 

新株予約権の数 1,109個 1,082個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 1,109,000株 1,082,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成21年８月18日から 

平成51年８月17日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   １円 

資本組入額  １円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注１） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき

は当社取締役会の承認を要

するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注２） 同左 
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⑥平成19年６月27日開催の定時株主総会決議及び平成22年７月30日開催の取締役会決議に基づき、平成22年８

月17日に発行した新株予約権（第９回新株予約権）  

⑦平成19年６月27日開催の定時株主総会決議及び平成23年11月30日開催の取締役会決議に基づき、平成23年12

月15日に発行した新株予約権（第10回新株予約権）  

  

  
事業年度末現在 

（平成25年３月31日） 
提出日の前月末現在 

（平成25年５月31日） 

新株予約権の数 個 1,256 1,228個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 株 1,256,000 1,228,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成22年８月18日から 

平成52年８月17日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   １円 

資本組入額  １円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注１） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき

は当社取締役会の承認を要

するものとする。 

 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注２） 同左 

  
事業年度末現在 

（平成25年３月31日） 
提出日の前月末現在 

（平成25年５月31日） 

新株予約権の数 個 1,341 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 株 1,341,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成23年12月16日から 

平成53年12月15日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   １円 

資本組入額  １円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注１） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき

は当社取締役会の承認を要

するものとする。 

 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注２） 同左 
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          ⑧平成19年６月27日開催の定時株主総会決議及び平成24年７月31日開催の取締役会決議に基づき、平成24年８

月16日に発行した新株予約権（第11回新株予約権）  

   

 （注）１．新株予約権の行使の条件   

(1) 新株予約権の割当てを受けた対象者（以下「新株予約権者」という。）は、新株予約権の行使期間内に

おいて、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、本新株予約権を行使でき

るものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日（以下「権利行使開始

日」という。）から10年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 

(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合（ただし、②については、新株予

約権者に会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行

使できるものとする。 

①新株予約権者が、各新株予約権について次に掲げる日（以下「期限日」という。）に至るまでに権利

行使開始日を迎えなかった場合 

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株

式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社取

締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から15日間 

  
事業年度末現在 

（平成25年３月31日） 
提出日の前月末現在 

（平成25年５月31日） 

新株予約権の数 個 1,632 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 株 1,632,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成24年８月17日から 

平成54年８月16日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   １円 

資本組入額  １円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注１） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき

は当社取締役会の承認を要

するものとする。 

 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注２） 同左 

回次  期限日 新株予約権を行使できる期間 

第４回新株予約権 平成43年６月28日 平成43年６月29日から平成48年６月28日まで 

第５回新株予約権 平成44年８月16日 平成44年８月17日から平成49年８月16日まで 

第６回新株予約権 平成45年８月18日 平成45年８月19日から平成50年８月18日まで 

第７回新株予約権 平成46年２月20日 平成46年２月21日から平成51年２月20日まで 

第８回新株予約権 平成46年８月17日 平成46年８月18日から平成51年８月17日まで 

第９回新株予約権 平成47年８月17日 平成47年８月18日から平成52年８月17日まで 

第10回新株予約権  平成48年12月15日 平成48年12月16日から平成53年12月15日まで 

第11回新株予約権  平成49年８月16日 平成49年８月17日から平成54年８月16日まで 
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(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとす

る。 

(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 

(6) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これ

を認めないものとする。 

(7) その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結し

た「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

２．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において

は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条

件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設

分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約

権に定められた事項に準じて決定する。 

(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記

(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる

再編対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間は、上記表中「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表中「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、

残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

(8) 新株予約権の取得条項は、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件は、上記（注１）に準じて決定する。 

  

該当事項なし。 

   

該当事項なし。 

 （注）平成13年４月１日から平成14年３月31日までの間の増加分は転換社債の株式転換による。 

なお、平成14年４月１日以降、発行済株式総数、資本金及び資本準備金に変動はない。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 

発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

資本金増減額 
  

（千円） 

資本金残高 
  

（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金 
残高 

（千円） 

平成13年４月１日～ 

平成14年３月31日
 620  3,373,647  153,808  265,608,781  153,187  203,536,197
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 （注）１．自己株式は18,357,952株であり、「個人その他」の欄に18,357単元及び「単元未満株式の状況」の欄に952

株を含めて記載している。 

２．「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれている。 

（６）【所有者別状況】

  平成25年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 
単元未満 

株式の状況

（株） 

政府及び 

地方公共 

団体 

金融機関 
金融商品 

取引業者 

その他の 

法人 

外国法人等 個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数(人)    0      210    100 2,462    579      105     303,978     307,434     ―

所有株式数 

(単元) 
     0  1,078,046    35,914   308,976  887,794    331  1,053,987  3,365,048  8,599,813

所有株式数 

の割合(％) 
      0.00      32.04     1.07     9.18     26.38    0.01       31.33  100.00 ―
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 （注）三井住友信託銀行株式会社から、平成25年３月22日付で三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・アセッ

トマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社を共同保有者とする大量保有報告書の変更報

告書が関東財務局長に提出され、当社はその写しの送付を受けている。 

しかしながら、当社としては、平成25年３月31日現在の当該法人の実質所有株式数を完全に確認できないた

め、上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載している。 

なお、当該変更報告書による平成25年３月15日現在の株式所有状況は以下のとおりである。 

  

（７）【大株主の状況】

  平成25年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号  147,045  4.35

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号  140,264  4.15

野村信託銀行株式会社（退職給付信託三

菱東京ＵＦＪ銀行口） 
東京都千代田区大手町二丁目２番２号  125,666  3.72

明治安田生命保険相互会社 

（常任代理人 資産管理サービス信託銀

行株式会社） 

  

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 

（東京都中央区晴海一丁目８番12号） 

  

 80,022  2.37

ジェーピー モルガン チェース バンク 

380055 

（常任代理人 株式会社みずほコーポレ

ート銀行決済営業部）  

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, 

UNITED STATES OF AMERICA 

（東京都中央区月島四丁目16番13号）  

 76,619  2.27

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY 

CLIENTS 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

  

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000 

AUSTRALIA 

（東京都中央区日本橋三丁目11番１号） 

  

 75,327  2.23

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号  50,400  1.49

野村信託銀行株式会社（退職給付信託・

三菱ＵＦＪ信託銀行口） 
東京都千代田区大手町二丁目２番２号  45,934  1.36

ザ チェース マンハッタン バンク エヌ

エイ ロンドン エス エル オムニバス 

アカウント 

（常任代理人 株式会社みずほコーポレ

ート銀行決済営業部）  

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 

LONDON EC２P ２HD, ENGLAND 

（東京都中央区月島四丁目16番13号）  

 45,718  1.35

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口９） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号  42,314  1.25

計 ―  829,312  24.58

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号  115,020  3.41

三井住友トラスト・アセットマネジメン

ト株式会社 
東京都港区芝三丁目33番１号  7,106  0.21

日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂九丁目７番１号  33,343  0.99

計 ―  155,469  4.61
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①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が16,000株（議決権16

個）含まれている。 

２．株主名簿上当社が発行済株式総数の４分の１を超えて所有している会社名義となっているが実質的には当該

会社が所有していない株式が3,141株あり、「完全議決権株式（その他）」欄に3,000株（議決権３個）及び

「単元未満株式」欄に141株を含めて記載している。 

３．「単元未満株式」欄には以下の自己株式及び相互保有株式が含まれている。 

  

（８）【議決権の状況】

  平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

普通株式          18,357,000
― ― 

（相互保有株式） 

普通株式             262,000
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式       3,346,429,000     3,346,429 ― 

単元未満株式 普通株式           8,599,813 ― ― 

発行済株式総数              3,373,647,813 ― ― 

総株主の議決権 ―      3,346,429 ― 

当社所有 株952

日本建設工業㈱ 765株

㈱東北機械製作所 500株
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②【自己株式等】 

 （注）株主名簿上当社が発行済株式総数の４分の１を超えて所有している会社名義となっているが実質的には当該会社

が所有していない株式が3,141株あり、上記①の「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に3,000株

（議決権３個）及び「単元未満株式」欄に141株を含めて記載している。  

  平成25年３月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数
の合計 
（株） 

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
（％） 

（自己保有株式）          

三菱重工業㈱ 東京都港区港南二丁目16番５号    18,357,000 0    18,357,000     0.54

（相互保有株式）          

日本建設工業㈱ 東京都中央区月島四丁目12番５号        72,000 0       72,000     0.00

㈱東北機械製作所 秋田市茨島一丁目２番３号        2,000 0      2,000    0.00

㈱菱友システムズ 東京都港区高輪二丁目19番13号       40,000 0        40,000     0.00

㈱寺田鐡工所 広島県福山市新浜町二丁目４番16号        20,000 0    20,000     0.00

長菱ハイテック㈱ 長崎県諫早市貝津町2165番地         3,000 0        3,000     0.00

神戸発動機㈱ 兵庫県明石市二見町南二見１番地      125,000 0     125,000     0.00

計  ―    18,619,000 0    18,619,000     0.55
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当社は、取締役及び執行役員に対して新株予約権証券を付与する決議を行っている。当該決議に係るストック

オプション制度の内容は次のとおりである。 

①平成18年７月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度 

②平成19年７月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度 

③平成20年７月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度 

（９）【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 平成18年７月31日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役15名及び執行役員10名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

決議年月日 平成19年７月31日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役14名及び執行役員16名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

決議年月日 平成20年７月31日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役16名及び執行役員17名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ―   

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり  
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④平成21年２月５日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度 

⑤平成21年７月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度 

⑥平成22年７月30日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度   

決議年月日 平成21年２月５日 

付与対象者の区分及び人数 当社の執行役員２名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

決議年月日 平成21年７月31日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役16名及び執行役員17名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

決議年月日 平成22年７月30日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役15名及び執行役員20名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 
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⑦平成23年11月30日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度 

  

⑧平成24年７月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度 

決議年月日 平成23年11月30日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役16名及び執行役員22名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

決議年月日 平成24年７月31日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役16名及び執行役員24名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 
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 【株式の種類等】 会社法第155条第７号に基づく普通株式の取得 

  

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項なし。 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項なし。 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

会社法第155条第７号に基づく取得（単元未満株式の買取請求） 

 （注）「当期間における取得自己株式」には平成25年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる取得自己株式は含まれていない。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 （注）当期間における「その他（単元未満株式の買増請求、新株予約権の行使に伴う処分）」及び「保有自己株式

数」には平成25年６月１日から有価証券報告書提出日までの変動は反映していない。  

  

２【自己株式の取得等の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式  29,758  11,778,144

当期間における取得自己株式  15,528  10,583,752

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 処分価額の総額(円) 株式数（株） 処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った 

取得自己株式 
－  －  －  －

消却の処分を行った取得自己株式 －  －  －  －

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式 
－  －  －  －

その他（単元未満株式の買増請求、

新株予約権の行使に伴う処分） 
121,164  35,549,418  117,000  34,369,000

保有自己株式数 18,357,952  －  18,256,480  －
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当社は、利益水準や内部留保を総合的に勘案した上で、配当については株主の期待に応えるように努めてきた。 

当社は、定款の定めにより、毎年９月30日を基準日とする中間配当金及び毎年３月31日を基準日とする期末配当金の

年２回の剰余金の配当を行っており、これらの剰余金の配当を決定する機関は、中間配当金については取締役会、期

末配当金については株主総会としている。 

当事業年度に係る剰余金の配当については、上記の方針に基づき、期末配当金を１株につき５円とし、平成24年12月

に支払った中間配当金（１株につき３円）と合わせ、１株当たり８円としている。 

内部留保資金については、企業体質の一層の強化及び今後の事業展開のため活用していく。 

なお、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めている。 

当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりである。 

  

３【配当政策】

決議年月日 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

平成24年10月31日 

取締役会決議 
  10,065  3.0

平成25年６月26日 

定時株主総会決議 
 16,776  5.0

 

- 52 -



（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）株価は、㈱東京証券取引所（市場第一部）の市場相場である。 

  （２）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）株価は、㈱東京証券取引所（市場第一部）の市場相場である。 

４【株価の推移】

回次 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 

最高（円）  607  423  397  411  560

最低（円）  267  272  255  303  288

月別 平成24年10月 平成24年11月 平成24年12月 平成25年１月 平成25年２月 平成25年３月 

最高（円）  360  384  416  495  560  552

最低（円）  333  315  369  419  483  510
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

取締役会長 

  

(代表取締役) 
  大 宮 英 明 昭和21年７月25日生

昭和44年６月 当社入社 

(注)３ 
153 

  

平成11年６月 
  

同 13年４月 

同 14年４月 

当社名古屋航空宇宙システム製作

所副所長 

当社産業機器事業部副事業部長 

当社冷熱事業本部副事業本部長 

同 14年６月 当社取締役、冷熱事業本部副事業

本部長 

同 15年４月 当社取締役、冷熱事業本部長 

同 17年６月 当社取締役、常務執行役員、冷熱

事業本部長 

同 19年４月 当社取締役、副社長執行役員 

同 20年４月 当社取締役社長 

同 25年４月 当社取締役会長(現職) 

取締役社長 

  

(代表取締役) 

  

  
宮 永 俊 一 昭和23年４月27日生

昭和47年４月 当社入社 

(注)３ 102 

平成11年10月 当社機械事業本部重機械部長 

同 12年10月 エムエイチアイ日立製鉄機械㈱取

締役社長 

同 14年４月 三菱日立製鉄機械㈱取締役社長 

同 18年４月 当社執行役員、機械事業本部副事

業本部長 

同 18年５月 当社執行役員、機械・鉄構事業本

部副事業本部長 

同 20年４月 当社常務執行役員、機械・鉄構事

業本部長 

同 20年６月 
  

同 23年４月 

当社取締役、常務執行役員、機

械・鉄構事業本部長 

当社取締役、副社長執行役員、社

長室長 

同 25年４月 当社取締役社長(現職) 

取締役 

  

副社長 

執行役員 
  

(代表取締役) 

取締役社長

補佐、汎用

機・特車事

業本部長、

その他社長

特命事項担

当 

前 川  篤 昭和26年１月14日生

昭和51年４月 当社入社 

(注)３ 51 

平成16年４月 当社高砂製作所タービン統括部長 

同 16年10月 当社高砂製作所副所長 

同 18年４月 当社高砂製作所長 

同 19年４月 当社執行役員、高砂製作所長 

同 20年12月 当社執行役員、原動機事業本部副

事業本部長兼高砂製作所長 

同 22年４月 当社執行役員、原動機事業本部副

事業本部長 

同 23年４月 当社常務執行役員、汎用機・特車

事業本部長兼相模原製作所長 

同 23年６月 当社取締役、常務執行役員、汎用

機・特車事業本部長兼相模原製作

所長 

同 25年４月 当社取締役、副社長執行役員、汎

用機・特車事業本部長(現職) 

取締役 

  
常務 

執行役員 

  

(代表取締役) 

船舶・海洋

事業本部

長、防衛・

宇宙事業統

合推進担当 

原    壽 昭和25年５月８日生

昭和48年４月 当社入社 

(注)３ 50 

平成15年４月 当社下関造船所副所長 

同 17年７月 当社下関造船所長 

同 18年４月 当社執行役員、下関造船所長 

同 21年４月 

  

同 22年４月 

  
同 22年６月

当社執行役員、船舶・海洋事業本

部副事業本部長 

当社常務執行役員、船舶・海洋事

業本部長 
当社取締役、常務執行役員、船

舶・海洋事業本部長(現職)  
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

取締役 

  
常務 

執行役員 

  

(代表取締役) 

ドメイン制

移行プロジ

ェクト統括

担当 

阿 部  孝 昭和24年４月17日生

昭和48年４月 当社入社 

(注)３ 46 

平成15年４月 当社名古屋航空宇宙システム製作

所副所長 

同 17年４月 当社社長室企画部長 

同 20年４月 当社執行役員、社長室企画部長 

同 21年４月 当社執行役員、社長室副室長兼企

画部長 
同 21年６月 当社取締役、執行役員、社長室副

室長兼企画部長 

同 21年９月 当社取締役、執行役員、社長室副

室長 

同 22年４月 当社取締役、執行役員、機械・鉄

構事業本部副事業本部長 

同 23年４月 当社取締役、常務執行役員(現職) 

取締役 

  
常務 

執行役員 

  

(代表取締役) 

  

機械・鉄構

事業本部長 

  

菱 川  明 

  

昭和26年９月10日生

  

昭和51年４月 当社入社 

(注)３ 

  

38 

  

平成16年３月 当社汎用機・特車事業本部副事業

部長 
同 19年４月 当社汎用機・特車事業本部副事業

本部長 

同 21年４月 当社執行役員、汎用機・特車事業

本部長 
同 21年６月 当社取締役、執行役員、汎用機・

特車事業本部長 

同 23年４月 当社取締役、常務執行役員、グロ

ーバル戦略本部長 
同 24年７月 当社取締役、常務執行役員、機

械・鉄構事業本部長(現職) 

同 25年６月 三菱製鋼㈱取締役兼務(現職) 

取締役 

  
常務 

執行役員 

  

(代表取締役) 

エンジニア

リング本部

長 

西 澤 隆 人 昭和22年10月５日生

昭和48年４月 当社入社 

(注)３ 34 

平成15年４月 当社機械事業本部事業本部長代理 
同 18年５月 当社機械・鉄構事業本部事業本部

長代理 

同 18年６月 当社機械・鉄構事業本部プラン

ト・交通システム事業センター副

所長 

同 18年10月 当社機械・鉄構事業本部プラン

ト・交通システム事業センター所

長 
同 19年４月 当社執行役員、機械・鉄構事業本

部プラント・交通システム事業セ

ンター所長 

同 21年10月 当社執行役員、機械・鉄構事業本

部環境・化学プラント事業部長 

同 22年４月 当社執行役員、機械・鉄構事業本

部副事業本部長 

同 23年４月 当社常務執行役員 

同 23年６月 当社取締役、常務執行役員 

同 24年１月 当社取締役、常務執行役員、エ

ンジニアリング本部長(現職)  

取締役 

  
常務 

執行役員 

  

(代表取締役) 

原動機事業

本部長 
和 仁 正 文 昭和24年７月９日生

昭和50年４月 当社入社 

(注)３ 25 

平成16年４月 当社長崎造船所副所長 

同 18年４月 当社長崎造船所長 

同 19年４月 当社執行役員、長崎造船所長 

同 20年12月 当社執行役員、原動機事業本部副

事業本部長 

同 23年４月 当社常務執行役員、原動機事業本

部長 
同 23年６月 当社取締役、常務執行役員、原動

機事業本部長(現職) 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

取締役 

  
常務 

執行役員 

  

(代表取締役) 

原子力事業

本部長 
正 森 滋 郎 昭和25年10月17日生

昭和49年４月 当社入社 

(注)３ 39 

平成16年４月 当社神戸造船所副所長  

同 20年４月 当社執行役員、神戸造船所長  

同 23年４月 当社常務執行役員、原子力事業本

部長  
同 23年６月 当社取締役、常務執行役員、原子

力事業本部長(現職) 

取締役 

  

常務 
執行役員 

  

(代表取締役) 

航空宇宙事

業本部長 
鯨 井 洋 一 昭和26年８月６日生

昭和53年４月 

平成17年６月 

同 21年４月 

同 21年10月 
  

同 22年４月 

  

同 23年４月 
  

同 23年６月 

  

同 24年４月

   

当社入社 

当社広島製作所副所長 

当社広島製作所長 

当社機械・鉄構事業本部機械事業

部長 

当社執行役員、機械・鉄構事業本

部機械事業部長 

当社執行役員、機械・鉄構事業本

部長 

当社取締役、執行役員、機械・鉄

構事業本部長  

当社取締役、常務執行役員、機

械・鉄構事業本部長  

(注)３ 37 

同 24年７月 当社取締役、常務執行役員 

同 25年１月 当社取締役、常務執行役員、航空

宇宙事業本部長(現職) 

取締役 
  

常務 

執行役員 

  
(代表取締役) 

経理、資金

及び調達担

当 

野 島 龍 彦 昭和27年11月22日生

昭和51年４月 当社入社 

(注)３ 1  8

平成19年５月 当社下関造船所副所長 

同 23年４月 当社執行役員、経理部長 

同 24年４月 当社常務執行役員 

同 24年６月 当社取締役、常務執行役員(現職) 

  三菱自動車工業㈱監査役兼務(現

職) 

取締役 

  

常務 

執行役員 
  

(代表取締役) 

社長室長兼

冷熱事業本

部長 
有 原 正 彦 昭和27年12月１日生

昭和50年４月 当社入社 

(注)３ 36 

平成17年４月 当社冷熱事業本部副事業部長 

同 19年４月 Mitsubishi Heavy Industries 

Europe, Ltd.取締役社長 
同 21年４月 当社執行役員、冷熱事業本部長 

同 21年６月 ㈱東洋製作所取締役兼務(現職) 

同 23年４月 当社執行役員、冷熱事業本部長兼

名古屋冷熱製作所長 

同 23年６月 当社取締役、執行役員、冷熱事業

本部長兼名古屋冷熱製作所長 

同 25年４月 当社取締役、常務執行役員、社長

室長兼冷熱事業本部長(現職) 

取締役 
  

常務 

執行役員 

  
(代表取締役) 

経営監査、

総務、法務

及び人事担

当 

水 谷 久 和 昭和26年８月12日生

昭和50年４月 

平成18年４月 

  
同 19年６月 

同 22年４月 

  

同 23年４月 
同 23年６月 

当社入社 

当社名古屋誘導推進システム製作

所副所長 
当社内部監査室長 

当社執行役員、航空宇宙事業本部

副事業本部長 

当社執行役員、経営監査部長 
当社取締役、執行役員、経営監査

部長 

(注)３ 31 

同 25年４月 当社取締役、常務執行役員(現職) 

 

- 56 -



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

取締役 

  

常務 
執行役員 

  

(代表取締役) 

技術統括本

部長 
児 玉 敏 雄 昭和26年９月24日生

昭和51年４月 当社入社 

(注)３ 31  

平成17年１月 当社技術本部高砂研究所長 

同 18年４月 当社技術本部広島研究所長 

同 19年４月 当社技術本部副本部長兼広島研究

所長 
同 20年４月 当社技術本部副本部長 

同 21年４月 当社執行役員、技術本部副本部長 

同 23年４月 当社執行役員、技術統括本部副本

部長 

同 25年４月 当社常務執行役員、技術統括本部

長 
同 25年６月 当社取締役、常務執行役員、技術

統括本部長(現職) 

取締役 

  
常務 

執行役員 

  

(代表取締役) 

グローバル

戦略本部長 
船 戸  崇 昭和27年５月１日生

昭和51年４月 当社入社 

(注)３ 11  

平成17年４月 当社神戸造船所副所長 

同 21年９月 当社社長室企画部長 

同 23年４月 当社執行役員、社長室企画部長 

同 24年４月 当社執行役員、社長室企画部長兼

ＣＳＲ推進部長 
同 24年７月 当社執行役員、グローバル戦略本

部長 

同 25年４月 当社常務執行役員、グローバル戦

略本部長 
同 25年６月 当社取締役、常務執行役員、グロ

ーバル戦略本部長(現職) 

取締役 

  

執行役員 

工作機械事

業本部長兼

機械・鉄構

事業本部副

事業本部長 

樹 神 幸 夫 昭和29年８月15日生

昭和54年４月 当社入社 

(注)３ 16  

平成21年４月 当社工作機械事業部副事業部長 

同 23年４月 当社執行役員、工作機械事業本部

長兼栗東製作所長 

同 24年７月 当社執行役員、工作機械事業本部

長兼機械・鉄構事業本部副事業本

部長兼栗東製作所長 
同 25年４月 当社執行役員、工作機械事業本部

長兼機械・鉄構事業本部副事業本

部長 

同 25年６月 当社取締役、執行役員、工作機械

事業本部長兼機械・鉄構事業本部

副事業本部長(現職) 

取締役   小 島 順 彦 昭和16年10月15日生

昭和40年５月 三菱商事㈱入社 

(注)３ 19 

平成７年６月 同社取締役 

同 ９年４月 同社常務取締役 

同 13年４月 同社取締役副社長 

同 13年６月 同社取締役、副社長執行役員 

同 16年４月 同社取締役社長 

同 22年６月 同社取締役会長(現職) 

  当社取締役兼務(現職) 

取締役   
クリスティー

ナ・アメージ

ャン 

昭和34年３月５日生

平成７年１月 コロンビア大学ビジネススクール

助教授 

(注)３ ４ 

同 13年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究

科助教授 

同 16年１月 同大学大学院国際企業戦略研究科

教授 

同 22年４月 同大学大学院国際企業戦略研究科

研究科長 

同 24年４月 同大学大学院商学研究科教授(現

職) 

同 24年６月 当社取締役兼務(現職) 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

取締役   津 田 廣 喜 昭和23年８月11日生

昭和47年４月 大蔵省入省 

(注)３ ２ 

平成16年７月 財務省大臣官房長 

同 18年７月 同省主計局長 

同 19年７月 財務事務次官 

同 20年７月 財務省顧問 

同 20年９月 早稲田大学公共経営大学院教授

(現職) 

同 25年６月 当社取締役兼務(現職) 

監査役 
  

(常勤監査役) 

  矢 神 俊 郎 昭和28年２月16日生

昭和50年４月 当社入社 

(注)４ 47 

平成14年５月 当社勤労部長 

同 15年１月 当社人事部主幹部員 

同 17年７月 当社人事部長 

同 20年７月 当社総務部長 

同 21年４月 当社執行役員、総務部長 

同 23年６月 当社監査役(現職) 

㈱東洋製作所監査役兼務(現職) 

監査役 

  
(常勤監査役) 

  井 須 英 次 昭和27年４月５日生

昭和50年４月 当社入社 

(注)５ 38 

平成15年４月 当社法務部長 

同 21年４月 当社法務部調査役 

同 23年４月 当社執行役員、法務部調査役 

同 24年６月 当社監査役(現職) 

監査役   畔 柳 信 雄 昭和16年12月18日生

昭和40年４月 

平成４年６月 

同 ８年４月 

同 ８年６月 
同 13年６月 

同 14年６月 

同 15年６月 

  
同 16年６月 

  

  

同 17年10月 
  

同 18年１月 

同 20年４月 

同 21年６月 
同 22年４月 

  

同 24年４月 

㈱三菱銀行入行 

同行取締役 

㈱東京三菱銀行取締役 

同行常務取締役 
同行常務執行役員 

同行副頭取 

㈱三菱東京フィナンシャル・グル

ープ取締役兼務 
㈱東京三菱銀行頭取 

㈱三菱東京フィナンシャル・グル

ープ取締役社長  

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ

ループ取締役社長 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行頭取 

同行取締役会長 

当社監査役兼務(現職) 
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ

ループ取締役 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行相談役(現

職)  

(注)６ ６ 
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 （注）１．取締役小島順彦、クリスティーナ・アメージャン及び津田廣喜の各氏は、社外取締役である。 

２．監査役畔柳信雄、上原治也及び伊東信一郎の各氏は、社外監査役である。 

３．取締役の任期は、平成25年６月26日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。 

４．監査役矢神俊郎及び上原治也の両氏の任期は、平成23年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以

内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。 

５．監査役井須英次氏の任期は、平成24年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。 

６．監査役畔柳信雄及び伊東信一郎の両氏の任期は、平成25年６月26日開催の定時株主総会における選任後４年

以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。 

７．当社は、執行役員制を導入している。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

監査役   上 原 治 也 昭和21年７月25日生

昭和44年４月 三菱信託銀行㈱入社 

(注)４ ６ 

平成８年６月 同社取締役 

同 10年６月 同社常務取締役 

同 13年６月 同社専務取締役 

同 14年６月 同社取締役副社長 

同 15年６月 ㈱三菱東京フィナンシャル・グル

ープ取締役兼務 

同 16年４月 三菱信託銀行㈱取締役社長 

同 16年６月 

  

同 17年10月 

㈱三菱東京フィナンシャル・グル

ープ取締役会長   

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱取締役社長 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ

ループ取締役副会長  

同 20年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱取締役会長 

同 22年４月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ

ループ取締役 

同 23年６月 

同 24年４月

当社監査役兼務(現職) 

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱最高顧問

(現職)  

監査役   伊 東 信 一 郎 昭和25年12月25日生

昭和49年４月 全日本空輸㈱入社 

(注)６ 0  

平成15年６月 同社取締役、執行役員 

同 16年４月 同社常務取締役、執行役員 

同 18年４月 同社専務取締役、執行役員 

同 19年４月 同社代表取締役副社長、執行役員 

同 21年４月 同社代表取締役社長 

同 25年４月 ＡＮＡホールディングス㈱代表取

締役社長(現職) 

  全日本空輸㈱取締役会長(現職) 

同 25年６月 当社監査役兼務(現職) 

        計     840 
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 （ご参考）平成25年６月26日現在の執行役員の陣容は次のとおりである。 

 （注）＊印の各氏は、取締役を兼務している。 

地位 氏名 担当業務

＊取締役社長 宮永 俊一   

＊副社長執行役員 前川  篤 取締役社長補佐、汎用機・特車事業本部長、その他社長特命事項担当 

＊常務執行役員 原   壽 船舶・海洋事業本部長、防衛・宇宙事業統合推進担当 

＊常務執行役員 阿部  孝 ドメイン制移行プロジェクト統括担当 

＊常務執行役員 菱川  明 機械・鉄構事業本部長 

＊常務執行役員 西澤 隆人 エンジニアリング本部長 

＊常務執行役員 和仁 正文 原動機事業本部長 

＊常務執行役員 正森 滋郎 原子力事業本部長 

＊常務執行役員 鯨井 洋一 航空宇宙事業本部長 

＊常務執行役員  野島 龍彦 経理、資金及び調達担当 

＊常務執行役員 有原 正彦 社長室長 兼 冷熱事業本部長  

＊常務執行役員 水谷 久和 経営監査、総務、法務及び人事担当 

＊常務執行役員 児玉 敏雄 技術統括本部長  

＊常務執行役員 船戸  崇  グローバル戦略本部長 

＊執行役員 樹神 幸夫 工作機械事業本部長 兼 機械・鉄構事業本部副事業本部長 

執行役員 平本 康治 エンジニアリング本部副本部長 

執行役員  堀口 幸範 
グローバル戦略本部アジア・パシフィック総代表 兼 アジア・パシフィック総代表室長 

兼 クアラルンプール事務所長  

執行役員  相馬 和夫 技術統括本部副本部長 

執行役員  山崎 育邦 機械・鉄構事業本部調査役 兼 三菱日立製鉄機械㈱取締役社長  

執行役員  馬渕 洋三郎 原動機事業本部副事業本部長 兼 インドＪＶ事業推進室長  

執行役員  廣江 睦雄 航空宇宙事業本部副事業本部長 兼 名古屋航空宇宙システム製作所長  

執行役員  小池 伸彦 機械・鉄構事業本部副事業本部長  

執行役員  門上  英 原子力事業本部副事業本部長 兼 神戸造船所長  

執行役員  星野 直仁 エンジニアリング本部副本部長 兼 機械・鉄構事業本部副事業本部長 

執行役員  岩﨑 啓一郎 航空宇宙事業本部副事業本部長 

執行役員  橋本 州史 船舶・海洋事業本部副事業本部長 兼 長崎造船所長 

執行役員  大仲 輝昌 原子力事業本部副事業本部長  

執行役員  安藤 健司 原動機事業本部副事業本部長 兼 高砂製作所長 

執行役員  長谷川 浩司 Mitsubishi Power Systems Americas, Inc.社長 

執行役員  大久保 憲一 調達総括部長 

執行役員 西妻 多喜男 エンジニアリング本部副本部長 兼 横浜管理センター長 

執行役員 石井 善之 Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.社長 

執行役員 横田  宏 原動機事業本部副事業本部長 兼 舶用機械・エンジン事業部長 

執行役員 石川 雅雄 エンジニアリング本部副本部長 兼 ＭＨＩプラントエンジニアリング㈱取締役社長 

執行役員 森本 浩通 経営監査部長 

執行役員 加藤  仁 原動機事業本部副事業本部長 兼 風車事業部長 

執行役員 名山 理介 技術統括本部副本部長 

執行役員 柳澤 順三 船舶・海洋事業本部副事業本部長 兼 下関造船所長 

執行役員 御子神 隆 汎用機・特車事業本部副事業本部長 
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ア．基本的な考え方 

当社は、顧客第一の信念に立ちつつ、責任ある企業として全てのステークホルダーに配慮した経営を行ってい

る。 

また、経営の効率性向上とコンプライアンスの強化を図るため、激変する経済環境にいち早く対応し合理的な

意思決定を行う経営システムの革新に努めるとともに、公正で健全な経営の推進に取り組んでいる。また、株

主の皆様をはじめ、社外の方々に対する迅速で正確な情報の発信による、経営の透明性向上にも努めている。

イ．各種施策の実施状況等 

(ア) 企業統治の体制の概要 

当社は、取締役会において経営の重要な意思決定、業務の執行の監督を行い、監査役が取締役会等重要会議

への出席等を通じて取締役の職務の執行を監査する監査役会設置会社である。 

取締役19名中３名を社外から選任し、社外取締役として当社経営に有益な意見や率直な指摘をいただくこと

により、経営監督機能の強化に努めている。また、業務執行に関する重要事項の審議機関として経営会議を

置き、取締役社長を中心とする業務執行体制の中で合議制により審議することで、より適切な経営判断及び

業務の執行が可能となる体制を採っている。 

なお、当社経営の健全性・透明性をより向上させるとともに、効率性・機動性を高めることを狙いとして、

平成17年６月にコーポレート・ガバナンス体制を見直し、運用している。その主な内容は、社外役員の増

員、取締役数のスリム化及び取締役の任期短縮並びに執行役員制の導入である。これにより、取締役会の監

督機能の強化を図るとともに、経営上の重要事項の決定及び会社経営全般の監督を担う取締役と業務執行を

担う執行役員の役割と責任を明確化した。 

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
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(イ) 内部統制システムの整備状況 

当社は法令に従い、業務の適正を確保するための体制の整備について取締役会で決議し、公正で健全な経営

の推進に努めている。この決議の概要は、次のとおりである。 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 (1)当社は法令を遵守し社会規範や企業倫理を重視した公正・誠実な事業活動を行うことを基本理念

とし、取締役は自ら率先してその実現に努める。 

 (2)取締役会は、取締役から付議・報告される事項についての討議を尽くし、経営の健全性と効率性

の両面から監督する。また、社外役員の意見を得て監督の客観性と有効性を高める。 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 (1)文書管理の基本的事項を社規に定め、取締役の職務執行に係る情報を適切に記録し、保存・管理

する。 

 (2)上記の情報は、取締役及び監査役が取締役の職務執行を監督・監査するために必要と認めるとき

は、いつでも閲覧できるものとする。 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 (1)各種リスクを適切に管理するため、リスクの類型に応じた管理体制を整備し、管理責任の明確化

を図るものとする。 

 (2)リスクを定期的に評価・分析し、必要な回避策又は低減策を講じるとともに、内部監査によりそ

の実効性と妥当性を監査し、定期的に取締役会に報告するものとする。 

 (3)重大リスクが顕在化した場合に備え、緊急時に迅速かつ的確な対応ができるよう速やかにトップ

へ情報を伝達する手段を確保し、また各事業部門に危機管理責任者を配置する。 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 (1)取締役会で事業計画を策定して、全社的な経営方針・経営目標を設定し、社長を中心とする業務

執行体制で目標の達成に当たる。 

 (2)経営目標を効率的に達成するため、組織編成、業務分掌及び指揮命令系統等を社規に定める。 

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 (1)リスク・コンプライアンス委員会をはじめとした組織体制を整備し、社員行動指針の制定や各種

研修の実施等を通じて社員の意識徹底に努める。 

 (2)内部通報制度などコンプライアンスの実効性を高めるための仕組みを整備するほか、コンプライ

アンスへの取組状況について内部監査を実施し、取締役会に報告する。 

６．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 (1)グループ会社社長が経営責任を担い独立企業として自主運営を行うとともに、当社グループ全体

が健全で効率的な経営を行い連結業績向上に資するよう、当社とグループ会社間の管理責任体

制、運営要領を定め、グループ会社を支援・指導する。 

 (2)当社グループ全体として業務の適正を確保するため、コンプライアンスやリスク管理に関する諸

施策はグループ会社も含めて推進し、各社の規模や特性に応じた内部統制システムを整備させる

とともに、当社の管理責任部門がその状況を監査する。 

 (3)当社及び当社グループ会社が各々の財務情報の適正性を確保し、信頼性のある財務報告を作成・

開示するために必要な組織、規則等を整備する。 

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

監査役の要請に対応してその円滑な職務遂行を支援するため、監査役室を設置して専属のスタッフ

を配置する。 

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役室のスタッフは取締役の指揮命令を受けないものとし、また人事異動・考課等は監査役の同

意の下に行うものとして、執行部門からの独立性を確保する。 

９．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

監査役への報告や情報伝達に関しての取り決めを実施するほか、定期的な意見交換などを通じて適

切な意思疎通を図る。 

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役が、社内関係部門及び会計監査人等との意思疎通を図り、情報の収集や調査を行うなど、実

効的な監査が行えるよう留意する。 
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(ウ) 内部監査の状況 

当社は、経営監査部（62名）を設置し、内部統制システムが有効に機能しているかどうかを、内部監査及び

財務報告に係る内部統制の評価により確認している。 

内部監査については、経営監査部が各年度の監査を実施しているほか、各内部統制部門が自部門の所掌する

業務に関して必要に応じ監査を実施している。また、経営監査部は、必要に応じ内部統制の状況について内

部統制部門から定期的な報告受けあるいは情報交換を行っている。 

財務報告に係る内部統制報告制度についても、金融商品取引法に則り適切な対応を図っており、平成24年度

末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であるとの評価結果を得た。 

(エ) 監査役監査の状況  

当社の監査役会は監査役５名で構成されており、このうち過半数の３名が社外監査役である。各監査役は監

査役会で定めた監査の方針、監査計画に従い、取締役会のほか、経営会議や事業計画会議等の重要会議に出

席し、経営執行状況の適時的確な把握と監視に努めるとともに、遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内

部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・

定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかを監査している。 

監査役は、経営監査部及び会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うとともに、監査結果の報告受け、

会計監査人の監査への立会いなど緊密な連携をとっている。また、監査役はコンプライアンスやリスク管理

活動の状況等について内部統制部門あるいは関連部門から定期的に又は個別に報告を受けている。こうした

監査役の監査業務をサポートするため、監査役室を設けて専任スタッフ（７名）を配置し、監査役の円滑な

職務遂行を支援している。 

(オ) 会計監査の状況 

当社は会計監査業務を新日本有限責任監査法人に委嘱しており、当社の会計監査業務を執行した公認会計士

（指定有限責任社員・業務執行社員）は渡邊浩一郎、上田雅之、石井一郎及び森田祥且の４氏であり、継続

監査年数は全員が７年以内である。 

なお、上田雅之氏は平成25年１月28日付けで指定有限責任社員・業務執行社員を退任し、渡邊浩一郎氏は平

成25年３月26日付けで指定有限責任社員・業務執行社員に就任している。  

また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名及び会計士補等22名である。 

会計監査人は当社のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する取組み等について、担当役員と

定期的に意見交換を行っている。 

(カ) 社外取締役及び社外監査役 

当社は、社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や行政官、あるいは学識者としての豊富な経験や幅

広い見識に基づき、当社経営に対する助言と監督をいただくため、取締役19名のうち３名、監査役５名のう

ち３名を社外から選任している。 

これらの社外取締役及び社外監査役については、以下に示すとおり、本人と当社との間に人的関係、資本的

関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、本人が役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使

用人であった他の会社と当社との間においても、人的関係、資本的関係又は著しく多額の取引関係等、当社

からの独立性を損なうような事情はないため、全員が当社経営陣からの独立性を有していると判断し、株式

会社東京証券取引所その他の上場金融商品取引所に独立役員として届け出ている。 

a.小島順彦氏（社外取締役） 

小島順彦氏及び同氏が現在取締役会長を務め、過去において業務執行者であった三菱商事㈱と当社との間

で、人的関係、資本的関係及び取引関係等の点で独立性を損なうような事情はなく、同氏が当社経営陣か

ら著しいコントロールを受けたり、反対に同氏が当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることはな

い。 

なお、当社と三菱商事㈱とは、社外役員の相互就任の関係にある。具体的には、現在当社の相談役を務

め、過去において当社の業務執行者であった佃和夫氏が、平成20年に同社の社外取締役に就任し、その

後、平成22年に小島順彦氏が当社の社外取締役に就任して、現在に至る。 

また、当社は、三菱商事㈱との間で機器・部品の販売や原材料の購入等の取引関係があるが、当該取引金

額は当社及び同社にとって僅少であり、取締役として独立した立場で株主のために判断することに何ら支

障はないと判断している。 

b.クリスティーナ・アメージャン氏（社外取締役） 

クリスティーナ・アメージャン氏及び同氏が教授を務める一橋大学と当社との間で、人的関係、資本的関

係及び取引関係等の点で独立性を損なうような事情はなく、同氏が当社経営陣から著しいコントロールを

受けたり、反対に同氏が当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることはない。  
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c.津田廣喜氏（社外取締役） 

津田廣喜氏及び同氏が教授を務める早稲田大学と当社との間で、人的関係、資本的関係及び取引関係等の

点で独立性を損なうような事情はなく、同氏が当社経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対に同

氏が当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることはない。 

d.畔柳信雄氏（社外監査役） 

畔柳信雄氏及び同氏が現在相談役を務め、過去において業務執行者であった㈱三菱東京ＵＦＪ銀行と当社

との間で、人的関係、資本的関係及び取引関係等の点で独立性を損なうような事情はなく、同氏が当社経

営陣から著しいコントロールを受けたり、反対に同氏が当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうるこ

とはない。 

なお、当社は、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行との間で借入等の取引関係があるが、同行は複数ある主要な借入先

の一つであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではない。当事業年度末時点における当社の

連結借入金残高に占める同行からの借入の割合は約24％である。 

e.上原治也氏（社外監査役） 

上原治也氏及び同氏が現在最高顧問を務め、過去において業務執行者であった三菱ＵＦＪ信託銀行㈱と当

社との間で、人的関係、資本的関係及び取引関係等の点で独立性を損なうような事情はなく、同氏が当社

経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対に同氏が当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうる

ことはない。 

なお、当社は、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱との間で借入等の取引関係があるが、同社は複数ある主要な借入先

の一つであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではない。当事業年度末時点における当社の

連結借入金残高に占める同社からの借入の割合は約12％である。 

f.伊東信一郎氏（社外監査役） 

伊東信一郎氏、同氏が現在代表取締役社長を務めるＡＮＡホールディングス㈱及び同氏が現在取締役会長

を務め、過去において業務執行者であった全日本空輸㈱と当社との間で、人的関係、資本的関係及び取引

関係等の点で独立性を損なうような事情はなく、同氏が当社経営陣から著しいコントロールを受けたり、

反対に同氏が当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることはない。 

なお、当社は、全日本空輸㈱との間で機器・部品の販売等の取引関係があるが、当該取引金額は当社及び

同社にとって僅少であり、監査役として独立した立場で株主のために判断することに何ら支障はないと判

断している。 

これらの社外取締役及び社外監査役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を

行っている。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運

用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べている。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部

門及び会計監査人と連携を取って実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っている。

これらにより、当社は経営の健全性・適正性の確保に努めている。 

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する明文化された基準又は方針は

存在しないものの、一般株主との利益相反に配慮し、当社経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対

に当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがない者を選任している。 

(キ) 社外役員との責任限定契約  

当社は、社外取締役及び社外監査役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結している。当該契約に基づく賠償責任限度額は、金1,000万円又は同法第425条第１項に定める最低責

任限度額のいずれか高い額である。  

(ク) 現状の企業統治の体制を採用する理由 

当社では、前記（ア）～（キ）に述べた取組みにより、経営に対する監督・監査機能の強化を十分に図るこ

とができると判断しているため、継続して監査役会設置会社制度を採用している。 

なお、当社コーポレート・ガバナンス体制についての模式図（内部統制システムの概要を含む。）は次のと

おりである。 
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ウ．役員の報酬等 

(ア) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数  

（注）１．員数には、当事業年度中に退任した取締役２人及び監査役１人を含み、１人を役員区分「取締役

（社外取締役を除く）」に、１人を「監査役（社外監査役を除く）」に、１人を「社外役員」に記

載している。 

   ２．業績連動型報酬には、前事業年度で報酬額として開示した額（支給見込額）と実支給額の差額を含

めて記載している。 

   ３．ストックオプションには、いわゆる株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権の会

計上の費用計上額を記載している。 

   ４．基本報酬及び業績連動型報酬に係る金銭報酬支給限度額は、取締役が一事業年度当たり1,200百万

円、監査役が一事業年度当たり160百万円である（平成18年６月28日第81回定時株主総会決議）。 

   ５．株式報酬型ストックオプションに係る、社外取締役を除く取締役に対する一事業年度当たりの新株

予約権発行価額総額の限度額は300百万円である（平成19年６月27日第82回定時株主総会決議）。 

役員区分 
報酬等の総額 
（百万円）  

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人） 基本報酬 業績連動型報酬

ストック 
オプション 

取締役 

（社外取締役を除く） 
1,374 752 366 255 17 

監査役 

（社外監査役を除く） 
99 70 29 ― ３ 

社外役員 80 80 ― ― ７ 
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(イ) 連結報酬等の総額が１億円以上である役員の連結報酬等の総額等 

（注）１．業績連動型報酬には、前事業年度で報酬額として開示した額（支給見込額）と実支給額の差額を含

めて記載している。 

   ２．ストックオプションには、いわゆる株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権の会

計上の費用計上額を記載している。 

(ウ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針  

 ①取締役 

取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会で定めている。 

社外取締役を除く取締役の報酬は、業績の反映及び株主との価値共有という観点から、基本報酬、業績連動

型報酬及び株式報酬型ストックオプションにより構成される。 

社外取締役には、社外の立場から客観的なご意見やご指摘をいただくことを期待しており、その立場に鑑

み、基本報酬のみを支給している。 

報酬の水準については、他社状況等も勘案した適切なものとしている。  

・基本報酬 

 取締役の役位及び職務の内容を勘案し、相応な金額を決定している。 

  なお、社外取締役の報酬は、相応な固定報酬としている。 

・業績連動型報酬 

 連結業績を踏まえ、取締役の役位及び職責に応じた貢献等も勘案して決定している。 

・株式報酬型ストックオプション 

 当社の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として、取締役の役位及び職責に応じた

貢献等を勘案し、都度の取締役会決議に基づき付与している。 

 ②監査役 

監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、監査役の協議により定めている。 

社外監査役を除く監査役の報酬は、基本報酬及び業績反映の観点からの業績連動型報酬により構成される。

社外監査役には、社外の立場から客観的なご意見やご指摘をいただくことを期待しており、その立場に鑑

み、基本報酬のみを支給している。 

報酬の水準については、他社状況等も勘案した適切なものとしている。 

・基本報酬 

 常勤監査役及び社外監査役の職務の内容を勘案し、相応な固定報酬としている。 

・業績連動型報酬 

 連結業績等を勘案して決定している。 

  

エ．取締役の定員 

当社は、取締役の定員を40名以内とする旨、定款に定めている。 

オ．取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨及び選任決議は累積投票によらない旨、定款に定めて

いる。 

カ．自己株式の取得 

当社は、経営状況・財産状況、その他の事情に応じて、機動的に自己の株式を取得することができるようにす

るため、会社法第165条第２項の規定に従い、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得

することができる旨、定款に定めている。 

氏名 役員区分 会社区分 
連結報酬等の総額

（百万円） 

連結報酬等の種類別の額（百万円） 

基本報酬 業績連動型報酬 
ストック 

オプション 

 佃    和 夫  取締役  提出会社             155        84            41            30 

 大 宮 英 明  取締役  提出会社             155        84            41            30 

 宮 永 俊 一  取締役  提出会社             109        59            29            20 

 佃    嘉 章  取締役  提出会社             104        56            27            20 
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キ．役員の責任免除 

(ア) 取締役の責任免除 

当社は、取締役がその職務を行うに当たり、各人の職責を十分に果たすことができるようにするため、会社

法第426条第１項の規定により、同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任

を、取締役会の決議によって、法令が定める額を限度として、免除することができる旨、定款に定めてい

る。 

(イ) 監査役の責任免除 

当社は、監査役がその職務を行うに当たり、各人の職責を十分に果たすことができるようにするため、会社

法第426条第１項の規定により、同法第423条第１項の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任

を、取締役会の決議によって、法令が定める額を限度として、免除することができる旨、定款に定めてい

る。 

  

ク．中間配当金 

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年９月30日現在の株主名簿に記

載又は記録されている最終の株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項の剰余金の配当（中間配

当金）をすることができる旨、定款に定めている。 

ケ．株主総会の特別決議要件を変更した内容及びその理由  

当社は、株主総会の特別決議を適時かつ円滑に行えるようにするため、会社法第309条第２項に定める株主総

会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上の多数をもって行う旨、定款に定めている。 
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 コ．株式の保有状況 

(ア) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

  銘柄数                293銘柄  

  貸借対照表計上額の合計額    146,785百万円 

(イ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有

目的 

  

前事業年度 

特定投資株式 

銘柄 
株式数 

（千株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

㈱ニコン  4,828  12,127
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

東海旅客鉄道㈱  15  10,109
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

関西電力㈱  5,995  7,685
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

ジェイ エフ イー ホールディングス㈱  4,214  7,492
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

旭硝子㈱  10,227  7,179
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

三菱マテリアル㈱  19,210  5,032
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

東レ㈱  8,141  4,998
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

九州電力㈱  3,975  4,686
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

スズキ㈱  2,038  4,028
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

ＪＸホールディングス㈱  7,157  3,671
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

新日本製鐵㈱  15,576  3,535
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

東日本旅客鉄道㈱  645  3,360
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

㈱日本製鋼所  5,031  2,852
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

三菱製鋼㈱  10,000  2,830
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

中部電力㈱  1,724  2,575
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

三菱瓦斯化学㈱  4,413  2,440
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

コカ・コーラ セントラル ジャパン㈱  2,047  2,196
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

㈱三菱ケミカルホールディングス  4,909  2,169
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

㈱三菱総合研究所  1,114  2,080
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

アサヒグループホールディングス㈱  1,200  1,978
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

㈱百十四銀行  4,777  1,839
金融取引関係の維持・強化等を目的とし

て保有している。 
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みなし保有株式 

（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。 

  

当事業年度 

特定投資株式 

銘柄 
株式数 

（千株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

住友商事㈱  1,321  1,579
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

三菱倉庫㈱  1,530  1,494
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

銘柄 
株式数 

（千株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

三菱商事㈱ 48,920  93,926
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 120,915  49,816
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

東京海上ホールディングス㈱ 14,074  31,962
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

三菱地所㈱ 15,409  22,744
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

三菱電機㈱ 30,088  22,024
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

日本郵船㈱ 54,717  14,226
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

キリンホールディングス㈱ 6,477  6,936
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

銘柄 
株式数 

（千株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

東海旅客鉄道㈱  1,482  14,705
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

㈱ニコン  4,828  10,770
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

ジェイ エフ イー ホールディングス㈱  4,214  7,446
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

旭硝子㈱  10,227  6,596
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

関西電力㈱  5,995  5,563
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

東レ㈱  8,141  5,177
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

三菱マテリアル㈱  19,210  5,148
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

東日本旅客鉄道㈱  645  4,979
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

スズキ㈱  2,038  4,301
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

九州電力㈱  3,975  3,883
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

ＪＸホールディングス㈱  7,157  3,728
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 
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みなし保有株式 

（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。 

  

銘柄 
株式数 

（千株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

新日鐵住金㈱  15,576  3,660
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

三菱瓦斯化学㈱  4,413  2,740
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

アサヒグループホールディングス㈱  1,200  2,698
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

三菱倉庫㈱  1,530  2,670
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

コカ・コーラ セントラル ジャパン㈱  2,047  2,540
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

㈱日本製鋼所  5,031  2,520
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

㈱三菱総合研究所  1,114  2,236
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

三井住友トラスト・ホールディングス

㈱ 
 5,046  2,235

金融取引関係の維持・強化等を目的とし

て保有している。 

㈱三菱ケミカルホールディングス  4,909  2,135
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

三菱製鋼㈱  10,000  2,000
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

中部電力㈱  1,724  1,987
取引関係の維持・強化等を目的として保

有している。 

㈱百十四銀行  4,777  1,853
金融取引関係の維持・強化等を目的とし

て保有している。 

銘柄 
株式数 

（千株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

三菱商事㈱  48,920  85,267
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ  120,915  67,470
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

三菱地所㈱  15,409  40,002
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

東京海上ホールディングス㈱  14,074  37,296
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

三菱電機㈱  30,088  22,776
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

日本郵船㈱  54,717  13,296
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 

キリンホールディングス㈱  6,477  9,786
議決権の行使を指図する権限を有してい

る。 
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①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

②【その他重要な報酬の内容】 

前連結会計年度において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngグルー

プに対して監査証明業務を委嘱している当社の在外子会社は、前連結会計年度における同業務及びその他の業

務に対する報酬として431百万円を支払っている。 

当連結会計年度において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngグルー

プに対して監査証明業務を委嘱している当社の在外子会社は、当連結会計年度における同業務及びその他の業

務に対する報酬として466百万円を支払っている。 

  

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

前連結会計年度における当社の監査公認会計士等に対する非監査業務の内容は、国際財務報告基準の適用検討

に係る助言業務その他の業務である。 

当連結会計年度における当社の監査公認会計士等に対する非監査業務の内容は、国際財務報告基準の適用検討

に係る助言業務その他の業務である。 

  

④【監査報酬の決定方針】 

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、その決定方針に関しての特段の規程は定めていない

が、監査計画に基づき監査日数及び監査単価の妥当性を検証し、監査役会の同意を得て決定している。 

  

  

（２）【監査報酬の内容等】

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円） 

非監査業務に基づく
報酬（百万円） 

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円） 

非監査業務に基づく
報酬（百万円） 

提出会社       185       77       185       63

連結子会社       108  －       120  －

計       294       77       306       63
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取締役社長宮永俊一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の

公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する

実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制

を整備及び運用している。  

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合

理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性がある。 

  

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度（平成24年度）の末日である平成25年３月31日を基準日として行

われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。 

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を

行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価におい

ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、

当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。 

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼

性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及

び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社、連結子会社50社及び持分法適用関連会社１社を対象として行

った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、

連結子会社186社及び持分法適用会社38社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全

社的な内部統制の評価範囲に含めていない。  

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告の信頼性に対する金額的及び質的影響の重要性を

考慮し、当社及び連結子会社5社を「重要な事業拠点」とした。重要な事業拠点の選定に当っては、重要な事業拠

点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後）の合計額が、前連結会計年度の連結売上高の概ね３分の２

に達することを確認している。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目とし

て、売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性

が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務

に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。

  

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。 

  

該当事項なし。  

  

該当事項なし。  

１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３【評価結果に関する事項】

４【付記事項】

５【特記事項】

 


	第４【提出会社の状況】
	１【株式等の状況】
	（１）【株式の総数等】
	（２）【新株予約権等の状況】 
	（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
	（４）【ライツプランの内容】
	（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
	（６）【所有者別状況】 
	（７）【大株主の状況】 
	（８）【議決権の状況】 
	（９）【ストックオプション制度の内容】

	２【自己株式の取得等の状況】
	３【配当政策】
	４【株価の推移】
	５【役員の状況】
	６【コーポレート・ガバナンスの状況等】




